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■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
は
？

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
、
日
本
国
内
の
全
住

民
に
通
知
さ
れ
る
、
１
人
ひ
と
り
異
な
る
12

桁
の
番
号
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
い
い
ま
す
。

【
問
合
先
】
企
画
情
報
課
☎
２４ 

ー 

１
１
１
１

内
線
２
５
０
６

■
「
通
知
カ
ー
ド
」
の
送
付

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る
「
通

知
カ
ー
ド
」
を
住
民
票
の
住
所
に
順
次

郵
送
し
ま
す
。
次
の
理
由
で
、
住
民
票

の
住
所
に
お
住
ま
い
で
な
い
場
合
は
、

登
録
を
す
れ
ば
現
在
お
住
ま
い
の
居
所

に
送
付
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

▽ 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
、
住

所
地
以
外
の
場
所
へ
避
難
し
て
い
る

▽ 
Ｄ
Ｖ
被
害
者
な
ど
で
、
住
所
地
以
外

の
場
所
へ
移
動
し
て
い
る

▽ 

医
療
機
関
・
施
設
な
ど
へ
の
長
期
の

入
院
・
入
所
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
住

所
地
に
誰
も
居
住
し
て
い
な
い

【 
住
民
票
の
住
所
以
外
に
送
付
す
る
場
合
】

　

９
月
25
日
㈮
（
必
着
）
ま
で
に
、
申

請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
市
民
課
ま
た

は
各
支
所
市
民
保
険
係
に
あ
り
ま
す
。

【
必
要
書
類
】　

・
申
請
者
の
本
人
確
認
書
類

・
居
住
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
代
理
人
申
請
す
る
場
合
の
追
加
書
類
）

・
代
理
人
の
代
理
権
を
証
明
す
る
書
類

・
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類

【
問
合
先
】
市
民
課
☎
２４ 

ー 

１
１
１
１
内

線
２
１
２
５

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
の
人
口
や
世
帯
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
統
計
法

に
基
づ
き
５
年
ご
と
に
実
施
す
る
最
も

重
要
な
統
計
調
査
で
す
。
日
本
の
今
を

知
り
、
よ
り
よ
い
未
来
を
つ
く
る
た
め
、

国
勢
調
査
へ
の
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
何
の
た
め
に
調
査
す
る
の
？

　

国
勢
調
査
は
、
日
本
の
人
口
や
世
帯
の

実
態
を
明
ら
か
に
し
、
国
や
都
道
府
県
、

市
区
町
村
の
行
政
の
基
礎
資
料
と
し
て

活
用
さ
れ
る
ほ
か
、
学
術
・
教
育
機
関
、

企
業
な
ど
幅
広
い
分
野
で
利
用
さ
れ
、
私

た
ち
の
暮
ら
し
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

■
す
べ
て
の
人
・
世
帯
が
対
象
で
す

　

国
勢
調
査
は
、
10
月
１
日
現
在
、
日

本
国
内
に
住
ん
で
い
る
全
て
の
人
・
世

帯
が
対
象
で
す
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

赤
ち
ゃ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
３
ヵ
月
以
上

日
本
に
住
ん
で
い
る
（
住
む
こ
と
に
な
っ

て
い
る
）
外
国
人
も
、
調
査
対
象
で
す
。

■ 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
調
査
票
で
回
答

し
て
く
だ
さ
い

　

今
回
の
調
査
で
は
、
先
に
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
の
回
答
を
受
け
付
け
、
そ
の

後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
回
答
さ
れ
な

か
っ
た
世
帯
に
対
し
て
紙
の
調
査
票
を

配
布
し
調
査
を
行
い
ま
す
。

■
提
出
方
法

▼ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
場
合

調
査
員
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
の
た

め
の
資
料
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
９
月

20
日
㈰
ま
で
に
パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ

ト
端
末
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
、
画
面

の
案
内
に
沿
っ
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

▼ 

調
査
票
回
答
の
場
合

調
査
員
に
、
調
査
票
を
渡
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
は
、「
郵
送
提
出
用
封
筒
」（
切

手
不
要
）
に
調
査
票
を
入
れ
、
10
月
７

日
㈬
ま
で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
合
先
】
企
画
情
報
課
情
報
統
計
係
☎

２４ 

ー 

１
１
１
１
内
線
２
０
３
９
・
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
☎
０
５
７
０ 

ー 

０
７ 

ー 

２
０
１
５
（
受
付

：

10
月
31
日
ま
で
の

午
前
８
時
〜
午
後
９
時
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

が
始
ま
り
ま
す

あ
な
た
の
回
答
が
、
日
本
の
未
来
を
つ
く
り
ま
す
。

国
勢
調
査

マイナンバー制度・国勢調査

いよいよ
１０月から！

▼
27
年
10
月
〜 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

  

住
民
票
を
有
す
る
人
（
住
民
票
が
あ
る

外
国
人
を
含
む
）
に
、
12
桁
の
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
通
知
し
ま
す
。

▼
28
年
１
月
〜 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
開
始

  

税
や
年
金
、
医
療
保
険
、
雇
用
保
険
な

ど
の
手
続
き
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用

を
開
始
し
ま
す
。
申
請
者
へ
の
個
人
番
号

カ
ー
ド
交
付
も
始
ま
り
ま
す
。

▼ 

29
年
１
月
〜 

個
人
ご
と
の
ポ
ー
タ
ル
サ

イ
ト
（
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
）
の
運
用
開
始

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む
自
分
の
情
報
を

い
つ
、
誰
が
、
な
ぜ
提
供
し
た
の
か
を

確
認
で
き
ま
す
。
行
政
機
関
か
ら
の
お

知
ら
せ
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼ 

29
年
７
月
〜 

地
方
公
共
団
体
な
ど
も

含
め
た
情
報
連
携
を
開
始

  

情
報
連
携
に
よ
り
事
務
が
確
実
か
つ
ス

ム
ー
ズ
に
な
り
、
皆
さ
ん
の
負
担
を
軽

減
し
ま
す
。

マイナンバー制度実施の流れ Topic 01

Topic 02

マイナちゃん

センサスくん


